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(57)【要約】
　本発明は、ケーブル要素（５）をケーブルシャフト（
１）内のケーブルパイプ（２）から引出す引出方法およ
び引出装置（１０）であって、ケーブル要素（５）を挟
持する挟持装置（１３）と、ケーブル要素（５）をケー
ブルパイプ（２）から引出すためにケーブル要素（５）
に張力（Ｆ）を付与する張力付与装置（８）とを伴う、
引出方法および引出装置（１０）に関する。ケーブル要
素（５）をケーブルシャフト（１）内のケーブルパイプ
（２）から簡易かつ迅速に引出すために、挟持装置（１
３）がスキッド（１２）に配列されるとともに、該スキ
ッド（１２）は、基部（１１）において平行移動の態様
で移動するようにケーブル要素（５）の長手方向に本質
的に配列されている。ケーブル要素（５）に張力（Ｆ）
を付与する張力付与装置（８）には、基部（１１）とス
キッド（１２）との間に配列されていてスキッド（１２
）を基部（１１）に対して平行移動させる、少なくとも
１つの駆動ユニット（１６）が備え付けられていて、基
部（１１）は、ケーブルパイプ（５）を包囲するケーブ
ルシャフト（１）の壁部（１５）に対して固定されるよ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケーブル要素（５）をケーブルダクト（１）内のケーブルパイプ（２）から引出す引出
方法であって、前記ケーブル要素（５）を挟持装置（１３）により挟持して、張力（Ｆ）
を前記ケーブル要素（５）に付与して、前記ケーブル要素（５）を前記ケーブルパイプ（
２）から引出し、それとともに前記ケーブル要素（５）を前記ケーブルダクト（１）内部
において挟持し、前記ケーブル要素（５）を前記挟持装置（１３）により挟持した後に、
本質的に前記ケーブル要素（５）の長手方向において前記ケーブル要素（５）を前記ケー
ブルパイプ（２）から或る部分（Δｘ）だけ引張ることによって前記ケーブル要素（５）
を前記ケーブルパイプ（２）から段階的に引出し、次いで前記挟持装置（１３）を開放す
るとともに前記挟持装置（１３）を前記ケーブルパイプ（２）の方向に前記部分（Δｘ）
だけ戻して、前記ケーブル要素（５）を再び挟持して前記ケーブル要素（５）を前記部分
（Δｘ）だけ引出す、引出方法において、前記挟持装置（１３）を前記部分だけスキッド
（１２）において平行移動の態様で移動させることを特徴とする、引出方法。
【請求項２】
　前記ケーブルパイプ（２）から引出した前記ケーブル要素（５）を前記ケーブルダクト
（１）から案内して巻上げることを特徴とする、請求項１に記載の引出方法。
【請求項３】
　前記ケーブルパイプ（２）から引出した前記ケーブル要素（５）を切断することを特徴
とする、請求項１または２に記載の引出方法。
【請求項４】
　溶剤を前記ケーブルパイプ（２）内に供給することを特徴とする、請求項１～３のいず
れか１項に記載の引出方法。
【請求項５】
　前記溶剤を霧状にして前記ケーブルパイプ（２）内に吹入れることを特徴とする、請求
項４に記載の引出方法。
【請求項６】
　前記ケーブル要素（５）を前記ケーブルパイプ（２）から段階的に引張った後に、前記
ケーブル要素（５）を前記ケーブルパイプ（２）から連続的に引出すことを特徴とする、
請求項１～５のいずれか１項に記載の引出方法。
【請求項７】
　前記ケーブル要素（５）を流体圧的に挟持することを特徴とする、請求項１～６のいず
れか１項に記載の引出方法。
【請求項８】
　ケーブル要素（５）をケーブルダクト（１）内のケーブルパイプ（２）から引出す引出
装置（１０）であって、前記ケーブル要素（５）を挟持する挟持装置（１３）と、前記ケ
ーブル要素（５）を前記ケーブルパイプ（２）から引出す張力（Ｆ）を前記ケーブル要素
（５）に付与する張力付与装置（８）とを備えた引出装置（１０）において、
　前記挟持装置（１３）はスキッド（１２）に配列されており、該スキッド（１２）は、
基部（１１）において平行移動の態様で移動するように前記ケーブル要素（５）の長手方
向に本質的に配列されており、
　前記基部（１１）と前記スキッド（１２）との間に配列される少なくとも１つの駆動ユ
ニット（１６）を介して前記ケーブル要素（５）に張力（Ｆ）を付与する前記張力付与装
置（８）が設けられていて、前記基部（１１）に対する前記スキッド（１２）の平行移動
をもたらすとともに、
　前記基部（１１）が、前記ケーブルパイプ（２）を包囲する前記ケーブルシャフト（１
）の壁部（１５）に対して固定されるように形成されることを特徴とする、引出装置（１
０）。
【請求項９】
　前記挟持装置（１３）が前記スキッド（１２）に解放可能に接続されることを特徴とす
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る、請求項８に記載の引出装置（１０）。
【請求項１０】
　前記ケーブルパイプ（２）の端部に配列されるようになるアダプタ（１４）が、前記基
部（１１）に配列されることを特徴とする、請求項８または９に記載の引出装置（１０）
。
【請求項１１】
　前記アダプタ（１４）が回転対称に形成されることを特徴とする、請求項１０に記載の
引出装置（１０）。
【請求項１２】
　前記挟持装置（１３）が少なくとも１つの流体圧式シリンダ（２０）を備えることを特
徴とする、請求項８～１１のいずれか１項に記載の引出装置（１０）。
【請求項１３】
　前記挟持装置（１３）が、好ましくは或るプロフィルを有する２つの挟持プレート（２
３）を備えることを特徴とする、請求項８～１２のいずれか１項に記載の引出装置（１０
）。
【請求項１４】
　前記基部（１１）に対する前記スキッド（１２）の平行移動をもたらす前記駆動ユニッ
ト（１６）が、少なくとも１つ、好ましくは２つの流体圧式シリンダ（１９）により形成
されることを特徴とする、請求項８～１３のいずれか１項に記載の引出装置（１０）。
【請求項１５】
　前記流体圧式シリンダ（１９，２０）が操作要素に接続されることを特徴とする、請求
項１２～１４のいずれか１項に記載の引出装置（１０）。
【請求項１６】
　前記基部（１１）が２つの平行トラック（１７）により形成され、これら２つの平行ト
ラック（１７）の間において、前記ケーブルパイプ（２）から引出されるべき前記ケーブ
ル要素（５）が配列されうることを特徴とする、請求項８～１５のいずれか１項に記載の
引出装置（１０）。
【請求項１７】
　溶剤を前記ケーブルパイプ（２）内に供給する供給デバイスが付与されることを特徴と
する、請求項８～１６のいずれか１項に記載の引出装置（１０）。
【請求項１８】
　前記溶剤が脂肪酸メチルエステルにより構成されることを特徴とする、請求項１７に記
載の引出装置（１０）。
【請求項１９】
　支持要素（２２）または該支持要素（２２）を取付ける取付デバイス（２１）が、前記
基部（１１）において付与されることを特徴とする、請求項８～１８のいずれか１項に記
載の引出装置（１０）。
【請求項２０】
　前記スキッド（１２）に接続可能な前記ケーブル要素（５）を連続的に引出す連続引出
装置が付与されることを特徴とする、請求項８～１９のいずれか１項に記載の引出装置（
１０）。
【請求項２１】
　前記ケーブル要素（５）を切断する切断手段が付与されることを特徴とする、請求項８
～２０のいずれか１項に記載の引出装置（１０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ケーブル要素をケーブルダクト内のケーブルパイプから引出す引出方法であ
って、ケーブル要素を挟持装置により挟持するとともに、張力をケーブル要素に付与して
、ケーブル要素をケーブルパイプから引出し、それとともにケーブル要素をケーブルダク
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ト内部において挟持するとともに、ケーブル要素を挟持装置により挟持した後であって、
かつ挟持装置を開放する前において、ケーブル要素の或る部分を概ね該ケーブル要素の長
手方向においてケーブルパイプから段階的に引出し、そして挟持装置をケーブルパイプの
方向に前記部分だけ戻し、ケーブル要素を再び挟持するとともに前記部分を引出す、引出
方法に関する。
【０００２】
　本発明は、ケーブル要素をケーブルダクト内のケーブルパイプから引出す引出装置であ
って、ケーブル要素を挟持する挟持装置と、ケーブル要素をケーブルパイプから引出す張
力をケーブル要素に付与する張力付与装置とを備えた引出装置にさらに関する。
【背景技術】
【０００３】
　光ファイバケーブルを敷設する技術は特許文献１により公知である。同公知技術におい
て、可撓性を呈する撚線がパイロットホールに通して引かれる前に、パイロットホールが
入口ピットと出口ピットとの間にモルを利用して掘削される。撚線は、出口ピットの端部
において撚線を引き入れるためのダクト束に接続部材によって接続されている。撚線を周
期的に引張るための引張機が入口ピットに配置されている。引張機は、パイロットホール
の入口に隣接するプレートを備えたフレームを具備している。張力を撚線に付与するため
に２つの流体圧式に作動可能なシリンダが付与され、該シリンダの端部には撚線用の挟持
デバイスが付与される。撚線および該撚線に接続されるケーブル束は、撚線を挟持するこ
とと、シリンダロッドを前方に押し込んで撚線の特定の部分を引出すことと、挟持デバイ
スを解放することと、ロッドを後退させることとを繰返すことによるシリンダの複数の段
階的な作動サイクルにわたってパイロットホールに通して引張られる。
【０００４】
　用語「ケーブル要素」は、ケーブルパイプ内に通常設置されるもののようなケーブル全
体、およびケーブル、例えば単線ワイヤまたはケーブルの撚線ワイヤの束の一部を含む。
　本発明は、通信、電力供給、テレビ放送などのために特に用いられていて、プラスチッ
ク製またはコンクリート製のパイプ内部に通常敷設されるパイプケーブルとして知られる
ケーブルに主として関する。ほとんどの場合において、例えば１００ｍｍの直径を有する
１本のケーブルのみがケーブルパイプごとに敷設される。しかしながら、かかるケーブル
パイプの内部には複数のケーブルその他のラインを敷設できる。多くの場合において、湿
気がケーブル内部に侵入するのを防ぐために、パイプケーブルに対して撥水性媒体、特に
タールがパイプケーブルの外側に付与される。プラスチックまたは鉛から形成されうるケ
ーブルの被覆部および撥水性媒体は、いずれも通常はケーブルパイプの内側に接着してい
るので、かかるケーブルの引出動作はより困難になる。ケーブルの被覆部とともに撥水性
媒体の軟化作用をもたらしてケーブルパイプの内側との結合作用を生ぜしめる、かかるケ
ーブルを引入れる際に発生する摩擦熱によって、この接着効果が増大する。また、熱は、
ケーブルの撚線ワイヤを通って流れる電流によって既設ケーブルにおいても発生しうる。
ケーブルパイプ内の汚泥は、ケーブルパイプとケーブルとの間の結合作用をもたらす別の
要因であり、ケーブルの引出動作をより一層困難にする。
【０００５】
　結果として、ケーブルをケーブルダクト内のケーブルパイプから引出すためには、ケー
ブルとケーブルパイプとの間の結合状態を破壊できるとともに、ケーブルの重量を引張れ
る比較的強大な張力をケーブルに対して付与する必要がある。ケーブルパイプへのアクセ
スを付与するケーブルダクトは、ほとんどの場合において比較的小さいので、ケーブルを
ケーブルパイプから引出す引出デバイスは、多くの場合にケーブルダクトの外部に配列さ
れる。このためには、引出されるべきケーブルを、ケーブルパイプの端部から、張力をケ
ーブルに付与する張力付与装置、例えば対応するケーブルウィンチまで案内する対応する
転向ローラからなる配列体が要求される。張力の相当な部分があらゆる転向ローラにおい
て失われることになり、それらは転向ローラによって受けられる必要があるものである。
複数の転向ローラが配列される場合、結局は、ケーブルウィンチによって付与された張力
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のうちのわずかな一部しかケーブルをケーブルパイプから引出すために利用できなくなる
。しかしながら、多くの場合にケーブルパイプに接着しているケーブルを自由にするため
には、ケーブルウィンチが対応する強大な張力を付与できる必要がある。したがって、ケ
ーブルウィンチのみならず転向ローラも十分に大型でかつ重厚に設計する必要があり、し
たがって、引出処理を特に困難にしていて、さらに多くの時間およびコストもかかる。
【０００６】
　この引出処理を改善するために、張力を付与する張力付与装置をダクト内部に先に配列
しておいて、ケーブルをケーブルウィンチまで案内する転向ローラを省略できるか、また
は少なくとも転向ローラの数を減少できるようにしている。しかしながら、ケーブルをケ
ーブルパイプから連続して引出すのに用いられるウィンチ、例えば握持ウィンチ（ｓｑｕ
ｅｅｚｉｎｇ　ｗｉｎｃｈ）も比較的重厚でかつ大型なので、ケーブルダクト内部におい
てそれらを取扱うのには比較的大きな労働力を要する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許公開第２００７／００４８０９０号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　よって、本発明の目的は、前述したようにケーブル要素をケーブルダクト内のケーブル
パイプから引出す引出方法であって、公知の引出方法の不利点を防止し、または少なくと
も軽減しながら、可能なかぎり容易かつ迅速に、そしてコスト効率良く実施できる引出方
法を提案することである。
　追加の目的は、前述したようにケーブル要素をケーブルダクト内のケーブルパイプから
引出す引出装置であって、ケーブルダクト内において容易かつ即座に使用可能でありなが
ら、可能な限り小型でかつ軽量であるとともにコスト効率が良いように生産可能である、
引出装置を提案することである。引出装置は、対応する強大な張力をケーブル要素に付与
できるようにされるべきであり、それにより、ケーブル要素がケーブルパイプから解放さ
れうるとともに、ケーブルパイプからのケーブル要素の迅速な引出動作が保証されるよう
になる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の目的は、前述した引出方法において、挟持装置をスキッドの或る部分に沿って
平行移動の態様で移動させる引出方法によって達成される。ケーブル要素をケーブルパイ
プから段階的に引出すことによって、この引出方法も同様に直接ケーブルダクト内部にお
いて実行できる。張力はケーブル要素に対して概ねケーブル要素の長手方向に付与される
ので、本質的に全張力がケーブルに作用しうる。本発明の引出方法は、ケーブルおよびケ
ーブル要素のうちの少なくとも一方がケーブルパイプに接着されているときに、特に適用
される。ケーブル要素をケーブルパイプ内において自由にした後は、ケーブル要素を引出
す従来の引出方法が同様に用いられうる。
【００１０】
　ケーブルパイプから引出したケーブル要素をケーブルダクトから案内して巻上げるのが
好ましい。ケーブル要素をケーブルダクトから案内する案内動作は、それ自体は公知であ
る対応する転向ローラなどによって行われうる。次いで、引出されて巻上げられたケーブ
ル要素は、特に、ケーブル内部に通常含まれる撚線の銅製ワイヤの銅をリサイクルするた
めにリサイクル可能である。
【００１１】
　或いは、引出したケーブルを巻上げる代わりに、またはその巻上動作と組合わせて、ケ
ーブルパイプから引出したケーブル要素を切断してもよい。この態様において、より搬送
し易い所望の長さのケーブル切片を生成できる。この引出方法は、例えばウィンチおよび
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リールを用意するために交通の流れをそのケーブルダクト周りに向け直すことができない
交通量の多い道路において特に有用である。
　ケーブルパイプ内部においてケーブル要素を自由にするために、引出処理の前に、対応
する溶剤を導入してもよい。既に前述したように、ケーブルは、多くの場合にタールから
なる層によって被覆されている。これらは、例えば脂肪酸メチルエステル（バイオディー
ゼル）を用いて軟化させられる。
　溶剤は、溶剤を霧状にしてケーブルパイプ内に吹入れることによって、非常に容易でか
つ迅速な態様でケーブルパイプに供給できる。従来のコンプレッサが溶剤をケーブルパイ
プ内に吹入れるために利用されうる。
【００１２】
　既に前述したように、本発明に従ってケーブルパイプから漸増的に引出すことによって
、ケーブル要素がケーブルパイプ内部において自由にされた後において、ケーブル要素を
ケーブルパイプから連続的に引出せる。それ自体は公知であって、例えば対応する握持ウ
ィンチを用いて実行可能な連続的な引出方法を適用することによって、より迅速な引出処
理がほとんどの場合において可能である。
【００１３】
　ケーブル要素を流体圧的に挟持するのが好ましい。対応する流体圧式シリンダは、十分
に強大な挟持力をケーブル要素に付与できる。ケーブル全体を引出すとき、特に強大な、
例えば数トンの範囲の挟持力を付与するのが賢明であり、それにより、ケーブルの被覆部
がケーブルの内側に対してより強固に結合し、したがって、引出処理の際において個々の
ケーブル要素間における相対的な移動を防止する。
【００１４】
　また、本発明の目的は、ケーブル要素をケーブルダクト内のケーブルパイプから引出す
前述した引出装置において、挟持装置がスキッドに配列されており、該スキッドが本質的
にケーブル要素の長手方向に配列され、それにより基部において平行移動の態様で移動す
るようになり、基部とスキッドとの間に配列される少なくとも１つの駆動ユニットによっ
てケーブル要素に張力を付与する張力付与装置が設けられていて、基部に対するスキッド
の平行移動をもたらすとともに、基部が、ケーブルパイプを包囲するケーブルダクトの壁
部に対して固定されるように形成される、引出装置によっても達成される。ケーブル要素
を引出す引出装置のかかるデザインにより、ケーブルダクト内に導入できるとともにケー
ブルダクト内において容易でかつ即座に用いられうる小型でかつ軽量の構造体を促進する
。ここで、引出装置およびその基部のうちの少なくとも一方が、ケーブルパイプを包囲す
る壁部に対して固定されており、それにより、ケーブル要素に付与される張力が引出処理
のために概ね完全に利用可能であることが重要である。張力のそれぞれの反作用力は、支
持構造体などに圧力をかけることなくケーブルダクトの壁部に伝達されるであろう。した
がって、引出装置の取扱いをより複雑化する各支持構造体は通常省略されうる。
【００１５】
　挟持装置がスキッドに解放可能に接続されるのが好ましい。この解放可能な接続状態に
よって挟持装置が分離可能になっており、挟持装置をケーブルダクト内に導入するのがよ
り容易になる。挟持装置とスキッドとの間の解放可能な接続状態は、ツールを用いること
なく接続動作および分離動作が可能になっているのが好ましい。このことに加えて、適切
な構造体により、ケーブルダクト内の利用可能なスペースに応じて定まる多数の異なる態
様において、挟持装置をスキッドに配列できるようになる。挟持装置は、特に、スキッド
内部においてケーブル要素の挟持動作が行われるようにスキッドに配列してもよいし、或
いはケーブル要素の挟持動作がスキッドの外部でなされるように、引張動作の方向におい
てスキッドの前方に配列してもよい。
【００１６】
　ケーブルパイプを包囲するケーブルダクトの壁部に対して基部を固定するために、ケー
ブルパイプの端部における配列動作のための各アダプタが付与されるのが好ましい。この
アダプタは、引出されるべきケーブル要素を備えたケーブルパイプ内に部分的に突出して
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いる。引出されるべきケーブル要素のケーブルパイプ内部に引出装置を固定するために、
対応する押込具などをアダプタとケーブルパイプの内壁との間に配列してもよい。
【００１７】
　好ましくはアダプタが回転対称に形成されていて、通常はケーブルパイプに従って形成
される。ケーブルパイプは通常円形なので、アダプタは、好ましくは円筒形または部分的
に円筒形であろう。こうすることにより、装置全体がケーブルパイプに対して３６０度周
りに回転できるとともに、利用可能なスペースに応じて定まる所望の位置に配置されるこ
とが保証される。
【００１８】
　挟持装置は少なくとも１つの流体圧式シリンダを備えるのが好ましい。流体圧式シリン
ダ（単数または複数）は、対応する流体圧式動力ユニットまたは手動ポンプに接続される
。理論的には、その他の挟持装置、例えば機械的な挟持装置にすることも可能であるが、
これらはより多くの保守と、挟持処理のためのより多くの時間とを要求する。
【００１９】
　ケーブル要素を最適に挟持するとともにケーブル要素の滑りを防ぐために、挟持装置は
好ましくは或るプロフィルを有する２つの挟持プレートを備えている。プロフィルを備え
たこれら挟持プレートは、ケーブル要素の滑りを防ぎ、そして全張力がケーブル要素に作
用しうるように、例えば波形状またはギア形状をなして形成されるとともに、引出される
べきケーブル要素に対して押圧される。平面状の挟持プレートを用いる代わりに、適切に
成形された挟持プレート、例えば引出されるべきケーブルまたはケーブル要素が中に配置
されるＵ字形の下方挟持プロフィルと、そのＵ字形の下方挟持プロフィルのアームの間に
位置決めされる上方挟持プレートとを同様に用いてもよい。
【００２０】
　基部に対するスキッドの平行移動をもたらす駆動ユニットもまた少なくとも１つの流体
圧式シリンダによって形成されるのが好ましい。既に前述したように、流体圧式シリンダ
は対応する流体圧式動力ユニットまたは手動ポンプに接続される。引出されるべきケーブ
ル要素の両側において対称な駆動ユニットの配列体を得るためには、引出されるべきケー
ブル要素の両側に２つの流体圧式シリンダを配列するのが最も良い。かかる流体圧式シリ
ンダは小型の構造体でありながら大きな力を付与できる。
【００２１】
　引出装置の取扱いを容易にするために、流体圧式シリンダは各操作要素に接続される。
最も簡易な場合には２つの操作要素が存在しており、一方の操作要素は挟持装置の流体圧
式シリンダに接続されていて、ケーブル要素の挟持状態を適宜制御しており、他方の操作
要素は駆動ユニットの流体圧式シリンダに接続されていて、スキッドの平行移動をもたら
すとともに基部に対するスキッドの往復運動を制御する。これらの操作は手動でもよいし
、自動または半自動でもよい。
【００２２】
　基部は２つの平行トラックにより形成され、これら２つの平行トラックの間において、
ケーブルパイプから引出されるべきケーブル要素が配列可能であるのが好ましい。この構
造体は簡易な態様で形成されうるとともに、その対称な配列に起因して対応する剛性を呈
する。
【００２３】
　好ましくは、溶剤をケーブルパイプに供給する供給デバイスが付与されていて、それに
より、引出処理の前および引出処理の間のうちの少なくとも一方において、ケーブル要素
の外側に場合によっては存在する撥水性媒体が軟化しうるようになり、したがって引出処
理が促進される。多くの場合にケーブル要素の外側に用いられるタール用の溶剤としては
、脂肪酸メチルエステル（バイオディーゼル）が特に効果的である。さらに、バイオディ
ーゼルは比較的安価でかつ生分解可能なので、土壌の汚染が起こりえない。
【００２４】
　引出装置をケーブルダクト内において適切に固定するために、各支持要素または支持要
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素を取付けるための支持デバイスを基部要素に付与してもよい。最も簡易な態様において
、かかるデバイスは基部要素のフラップなどによって形成されうるとともに、それらの間
において、ケーブルダクトの壁部に向いた対応する台部またはボルトが配列されうる。
【００２５】
　ケーブル要素がケーブルパイプからいったん自由にされると、スキッドに接続可能であ
って、迅速な引出操作を可能にする、ケーブル要素を連続的に引出す引出デバイスが用い
られうる。ケーブル要素を連続的に引出すかかる引出デバイスは、例えばケーブルウィン
チまたは握持ウィンチによって形成されうる。
【００２６】
　場合によっては同様にスキッドに配置されるとともにスキッドに接続可能に形成されう
る、ケーブル要素を切断する切断デバイスによって、例えば、より搬送し易いケーブルの
短片を生成するために、ケーブルを所望の箇所において切断できるようにする。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】ケーブルダクトの断面図である。
【図２】ケーブル要素をケーブルダクト内のケーブルパイプから引出すための従来の引出
方法の適用例を示す図である。
【図３】ケーブル要素をケーブルダクト内のケーブルパイプから引出すための従来技術の
代替的な引出方法を示す図である。
【図４Ａ】本発明に従ってケーブル要素をケーブルダクト内のケーブルパイプから引出す
ための引出方法の原理を示す図である。
【図４Ｂ】本発明に従ってケーブル要素をケーブルダクト内のケーブルパイプから引出す
ための引出方法の原理を示す図である。
【図４Ｃ】本発明に従ってケーブル要素をケーブルダクト内のケーブルパイプから引出す
ための引出方法の原理を示す図である。
【図４Ｄ】本発明に従ってケーブル要素をケーブルダクト内のケーブルパイプから引出す
ための引出方法の原理を示す図である。
【図５】本発明に従ってケーブル要素をケーブルダクト内のケーブルパイプから引出すた
めの引出装置の一実施形態を示す側面図である。
【図６】図５に係る引出装置の平面図である。
【図７】本発明に従ってケーブル要素をケーブルダクト内のケーブルパイプから引出すた
めの引出装置の代替的な実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　ここで、添付図面を用いて、本発明についてより詳細に説明する。
　図１はケーブルダクト１の断面を示しており、複数のケーブルパイプ２がケーブルダク
ト１内に一緒に到来している。ケーブルダクト１には、通常鉛直方向に配列されていて各
カバー部（図示せず）によって閉塞されるアクセス経路３を通って進入できる。１つまた
は２つ以上のケーブル要素５をそれぞれ備えた複数のケーブルパイプ２は、ケーブルダク
ト１内に一緒に到来している。例えばプラスチック製の内張材４をケーブルパイプ２に付
与してもよい。ケーブル要素５は、ケーブルダクト１内において分岐されていて、例えば
個々の家庭に接続するため、または他のケーブル要素に単に接続するために、対応するパ
イプ内にさらに敷設されている。ケーブル要素５は、通常はタール、プラスチック、特に
ＰＶＣ、或いはケーブルパイプ２および内張材４のうちの少なくとも一方に接着するその
他の材料によって被覆されていて、場合によっては、かかるケーブル要素５の引出処理を
より困難にしている。しかしながら、プラスチック製ケーブルまたは鉛でコーティングさ
れたケーブルであってもなお、引出処理の際における発熱作用またはその他のタイプの結
合作用が、ケーブル要素５の表面と、ケーブルパイプ２および内張材４のうちの少なくと
も一方との間に接着作用を発生させる場合がある。結果として、かかるケーブル要素５を
引出すためには比較的強大な張力を付与する必要がある。
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【００２９】
　図２は従来技術に係る引出方法を概略的に表した図であり、当該方法において、ケーブ
ル要素５を転向ローラ６によって鉛直方向のアクセス経路３に通してケーブルダクト１か
ら案内するとともに、対応する張力Ｆをケーブルダクト１の外部におけるケーブル要素に
付与する。張力Ｆは各ケーブルウィンチなど（図示せず）によって発生させられる。ケー
ブルパイプ２内部におけるケーブル要素５の前述した接着作用のため、通常、ケーブル要
素５を引出すためには、特に強大な張力Ｆをケーブル要素５に作用させることが要求され
る。例えば３０００ｋｇ～６０００ｋｇ以上の張力が一般的である。ケーブルダクト１か
らケーブル要素５の方向を変えるとともにケーブル要素５をケーブルウィンチなど（図示
せず）まで案内するために転向ローラ６を使用することは、張力Ｆのうちの相当な部分が
ケーブル要素５に作用することなく伝達されることにつながる。張力Ｆのうちのこれら相
当な部分を受けるためには、転向ローラ６および各支持部材７が適切な強度を呈する必要
がある。結果として、転向ローラ６および支持部材７は特に重厚でかつ大型となるので、
それらをケーブルダクト１の内部または外部に配置するのには多大な労力を要する。
【００３０】
　図３は、ケーブル要素５をケーブルダクト１内のケーブルパイプ２から引出すための従
来技術の他の引出方法の原理を示す図であり、当該方法においては、張力Ｆをケーブル要
素５に付与する張力付与装置８がケーブルダクト１内部に配列されている。かかる張力付
与装置８は、例えば２つのローラ９から構成されていて、ケーブル要素５をそれらローラ
９の間に挟持する握持ウィンチによって形成されうる。ケーブル要素５をケーブルパイプ
２から引出す通常の張力Ｆも発生可能であるかかる張力付与装置８は、適切な支持部材（
図示せず）と同様に特に大型で重厚なので、それらをケーブルダクト１内部で取扱うのも
困難である。
【００３１】
　図４Ａ～図４Ｄは、ケーブル要素５をケーブルダクト１内のケーブルパイプ２から引出
すための本発明に係る引出方法および引出装置の原理を示す図である。引出装置１０は、
基部１１と、挟持装置１３を備えていて基部１１に対して平行移動の態様で移動するよう
にケーブル要素５の長手方向に本質的に配列されたスキッド１２とから概ねなる。基部１
１はアダプタ１４を有しており、該アダプタ１４は、引出されるべきケーブル要素５を備
えたケーブルパイプ２の端部に配列されるとともに該端部に当接する。基部１１は、引出
されるべきケーブル要素５のケーブルパイプ２の前方に直接配列されるとともに、ケーブ
ルパイプ２の開口を包囲する壁部１５に対して適切な態様で固定されている。基部１１が
ケーブルダクト１における壁部１５に対して直接当接しているため、引出処理の際におい
て対応する強大な力によって応力がかかるであろう中間要素を必要としない。結果として
、例えば２～６ｔの張力の全体が引出されるべきケーブル要素５に直接かつ安全に付与さ
れうる。張力がケーブル要素５に直接付与されるとともにケーブルダクト１内部には張力
が生じないので、本発明に係る引出方法および引出装置は、引出処理に際して概ね改善さ
れた安全性を付与する。結果として、本発明に係る引出装置１０は特に小型でかつ軽量に
形成されうるので、引出装置１０をケーブルダクト１内に即座にかつ容易に配置できる。
【００３２】
　図４Ａによると、ケーブル要素５が挟持装置１３によって挟持され、次いで図４Ｂから
分かるように、スキッド１２が、基部１１に対して或る部分Δｘだけケーブル要素５の長
手方向に平行移動される。スキッド１２を基部１１に対して平行移動させるために、例え
ば流体圧式シリンダ１９により形成されうる対応する駆動ユニット１６が付与されている
（図５～図７参照）。本質的に、駆動ユニット１６によって発生される力の全体がケーブ
ル要素５に作用する。各反作用力は、基部１１のアダプタ１４を介してケーブルダクト１
の壁部１５に伝達される。スキッド１２において挟持されたケーブル要素５とともにスキ
ッド１２を平行移動させた後であって、図４Ｄのようにスキッド１２をケーブルパイプ２
に向かって部分Δｘだけ戻す前において、図４Ｃのように挟持状態を解放する。この態様
により、ケーブル要素５をケーブルパイプ２から段階的に移動させる。該当する場合には
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ケーブルパイプ２内におけるケーブル要素５の接着状態を破壊した後に、従来の連続的引
出方法によって引出処理を同様に続けてもよい。
【００３３】
　さらに、引出処理の前または引出処理の間のいずれかにおいて、溶剤、例えば脂肪酸メ
チルエステル（バイオディーゼル）を、例えば溶剤を圧縮空気を利用してケーブルパイプ
２内に吹入れることによってケーブルパイプ２に供給でき、こうすることにより、ケーブ
ル要素５の周りにおいて存在しうるあらゆるタール被覆部を軟化させ、それにより引出処
理を促進できる。
【００３４】
　図５および図６は、ケーブル要素５をケーブルダクト１内のケーブルパイプ２から引出
すための本発明に係る引出装置の一実施形態を示す側面図および平面図である。引出装置
１０は、２つの平行トラック１７によって概ね形成された基部１１を備えている。基部１
１には、ケーブルパイプ２内に部分的に突出するアダプタ１４が形成されているか、或い
は基部１１はこのアダプタ１４と一体に形成されている。ケーブルパイプ２が通常は円形
であるのとまさに同様に、アダプタ１４は回転対称であり、それにより、ケーブル要素５
をケーブルパイプ２から引出すための引出装置１０全体が、ケーブルパイプ２に対して３
６０度周りに回転できるようになる。このことは、ケーブル要素５の把持動作のために十
分なスペースを残した態様で引出装置１０を配列できるので、ケーブルダクト１内にほと
んどスペースがない場合に特に有利である。アダプタ１４のケーブルパイプ２内部への固
定動作は、例えば対応する押込具などによってなされうる。
【００３５】
　スキッド１２は、ケーブル要素５の長手方向において平行移動の態様で移動可能なよう
に、基部１１のトラック１７に配列されたトラック１８によっても形成されている。基部
１１に対するスキッド１２の平行移動は２つの流体圧式シリンダ１９によってなされる。
挟持装置１３はスキッド１２に解放可能に接続されており、図示した実施形態は、ケーブ
ル要素５を挟持する３つの流体圧式シリンダ２０を有している。流体圧式シリンダ１９，
２０は対応する流体圧式動力ユニットまたは手動ポンプ（図示せず）に接続されている。
基部１１は支持要素２２を取付けるための取付装置２１を備えてもよい。ケーブル要素５
を挟持装置１３に対して流体圧式シリンダ２０により挟持した後に、スキッド１２を挟持
装置１３とともに流体圧式シリンダ１９によってケーブル要素５の長手方向に移動させる
。こうすることは、ケーブル要素５がケーブルパイプ２から引出されることにつながる。
次に挟持状態が解放され、図４Ａ～図４Ｄに示されるようにスキッド１２が戻って、別の
挟持動作の後にケーブル要素５がケーブルパイプ２から段階的に引出される。
【００３６】
　スキッド１２に対する挟持装置１３の好適な解放可能な接続状態により、引出装置１０
の容易な分離動作と、ケーブルダクト１内における個別の要素の迅速でかつ容易な配置動
作とが提供される。さらに、挟持装置１３を図７に示されるように配列できる。この場合
、挟持装置１３は図５および図６における実施形態に対して回転されていて、引張作用の
方向においてスキッド１２の前方、すなわちスキッド１２の外側に配置されるとともに、
適切な接続要素によりスキッド１２に接続されている。この態様では、ケーブルパイプ２
の近傍にほとんどスペースがない場合に、ケーブル要素５を挟持するとともにケーブル要
素５をケーブルパイプ２から引出すのがより容易になる。挟持装置１３は、図７からさら
に分かるようにそれぞれ或るプロフィルを備えた２つの挟持プレート２３を有していて、
これら挟持プレート２３の間にケーブル要素５が包まれるのが好ましい。
【００３７】
　図５～図７は、本発明に係る引出方法を実施するための多くの実施形態のうちの１つの
みを示している。ケーブルダクト１内部であって、引出されるべきケーブル要素５を備え
たケーブルパイプ２の開口において、この引出方法および引出装置を直接用いることによ
って、引出装置１０を特に迅速かつ容易にセットでき、かつ即座に配列できるとともにケ
ーブルダクト１から再び除去できる。
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